
◎医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 
（令和三年六月一八日法律第八一号）（衆）   

一、 提案理由（令和三年六月八日・衆議院本会議） 

○とかしきなおみ君 ただいま議題となりました両案について、提案の趣旨及び内容を

御説明申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案について申し上げます。 

 本案は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともに、その実態が多様化

し、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支

援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児及

びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らか

にするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策等並びに医療的ケア児支援センターの

指定等について定めようとするものであります。 

 本案は、去る六月四日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律

案とすることに決したものであります。 

 なお、本委員会において、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する決議が行

われたことを申し添えます。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 

○決議（令和三年六月四日） 

 政府は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行に当たり、次の

事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 医療的ケア児が成人となった後も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受け

ながら日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることも重要であることに

鑑み、地方公共団体や医療的ケア児支援センターが医療的ケア児の成人期への移行に

際して行う支援について万全を期すこと。 

二 医療的ケア児支援センターに関し、次に掲げる措置を講ずること。 

 １ 医療的ケア児支援センターが、医療的ケア児及びその家族のニーズに応じた支援

を行う機関や団体との連絡調整を行うことを含め、医療的ケア児及びその家族から

の相談を受けることを業務とする機関であることについての広報を行うこと。 

 ２ 医療的ケア児等コーディネーターを中核として医療、保健、福祉、教育、労働等

に関する業務を行う関係機関及び民間団体をネットワーク化して相互の連携を促進

するとともに、都道府県内の医療的ケア児に関連する情報が医療的ケア児支援セン

ターに集約され、関係機関等の相互の連携の中で適切に活用されるようにすること

により医療的ケア児支援センターが専門性の高い事案に係る相談支援を行うことが

できるようにするため必要な支援を行うこと。 

 ３ 都道府県内の医療的ケア児の数等に応じて複数の医療的ケア児支援センターが設



置されるようにする等、医療的ケア児及びその家族に対して適切な支援を行うこと

ができる体制を確保するために必要な支援を行うこと。 

三 本法が保育所の設置者、学校の設置者等に看護師等を配置するよう求めていること

に関し、現在、看護師等が常時配置されていない保育所、学校等に通園・通学してい

る医療的ケア児について、本法の施行後、当該保育所、学校等に看護師等が常時配置

されていないことが当該児童の通園・通学の妨げとなることのないよう、本法の趣旨

について必要な周知を行うこと。 

四 本法の定義規定において、「「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰
かくたん

吸引その他の医療行為をいう」とされたことに伴い、「医療的ケア」に係る「医療行

為」の範囲が変更されたかのような誤解を招くことがないよう、適切に周知を行うこ

と。 

 右決議する。 

二、 参議院厚生労働委員長報告（令和三年六月一一日） 

○小川克巳君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、厚生労働委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案は、医療技術の進歩に

伴い医療的ケア児が増加するとともにその実態が多様化している中で、医療的ケア児及

びその家族に対する支援に関し、基本理念、国等の責務、支援に係る施策等を定めよう

とするものであります。 

 委員会におきましては、提出者である衆議院厚生労働委員長とかしきなおみ君より趣

旨説明を聴取した後、医療的ケア児をめぐる状況と法案提出に至る経緯、本法を踏まえ

た施策の充実の必要性、医療的ケア児支援センターの意義及び役割等について質疑を行

いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年六月一〇日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、医療的ケア児が成人となった後も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受け

ながら日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることも重要であることに

鑑み、地方公共団体や医療的ケア児支援センターが医療的ケア児の成人期への移行に

際して行う支援について万全を期すこと。 

二、医療的ケア児支援センターに関し、次に掲げる措置を講ずること。 

 １ 医療的ケア児支援センターが、医療的ケア児及びその家族のニーズに応じた支援



を行う機関や団体との連絡調整を行うことを含め、医療的ケア児及びその家族から

の相談を受けることを業務とする機関であることについての広報を行うこと。 

 ２ 医療的ケア児等コーディネーターを中核として医療、保健、福祉、教育、労働等

に関する業務を行う関係機関及び民間団体をネットワーク化して相互の連携を促進

するとともに、都道府県内の医療的ケア児に関連する情報が医療的ケア児支援セン

ターに集約され、関係機関等の相互の連携の中で適切に活用されるようにすること

により医療的ケア児支援センターが専門性の高い事案に係る相談支援を行うことが

できるようにするため必要な支援を行うこと。 

 ３ 都道府県内の医療的ケア児の数等に応じて複数の医療的ケア児支援センターが設

置されるようにする等、医療的ケア児及びその家族に対して適切な支援を行うこと

ができる体制を確保するために必要な支援を行うこと。 

三、本法が保育所の設置者、学校の設置者等に看護師等を配置するよう求めていること

に関し、現在、看護師等が常時配置されていない保育所、学校等に通園・通学してい

る医療的ケア児について、本法の施行後、当該保育所、学校等に看護師等が常時配置

されていないことが当該児童の通園・通学の妨げとなることのないよう、本法の趣旨

について必要な周知を行うこと。 

四、本法の定義規定において、「「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰
かくたん

吸引その他の医療行為をいう」とされたことに伴い、「医療的ケア」に係る「医療行

為」の範囲が変更されたかのような誤解を招くことがないよう、適切に周知を行うこ

と。 

五、医療の高度化等を背景として、命を取り留める子どもたちが増加する中で、早期か

らの適切な愛着関係の形成に資する家族支援がその後の家族の在り方にも関わること

を踏まえ、早期からの愛着形成に資する家族支援の在り方について、実態の把握と支

援体制の構築に万全を期すこと。 

 右決議する。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


